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①今、なぜ、公益法人制度改革なのか。 

 
今の制度は明治２９年に出来ました。１００年以上を経て、制度疲労が 

おきており、これからの時代に合った制度に変えていこうとするのが 

今回の制度改革の目的です。 

■現行制度はどうなっているのか。 

民法３４条に基づく主務官庁制 

①民法３４条に基づき、主務官庁の許可を得て設立（公益に関する社団にして 

営利を目的とせざるもの） 

②主務官庁の指導・監督、所掌に関わる事業の実施 

③優遇措置（税の減免等） 

→法人会の主務官庁は国税庁（国税局）であり、その指導監督を受けている 

（税に係る事業の実施、適正な組織運営、他の税務関係団体との棲み分け、 

１税務署１法人会 等）。 

 

■現行制度の問題点 

①主務官庁制の弊害 

ⅰ主務官庁の裁量の幅が大きく、法人設立が簡便でない 

ⅱ公益性の判断基準が不明 

ⅲ各事業分野ごとの主務官庁による指導監督が縦割りで煩雑 

ⅳガバナンス（法人の管理運営のありかた）に問題 

ⅴ情報開示が不十分 

ⅵ公益性を失った法人が公益法人として存続し続ける 

②明治２９年の民法制定（公益法人制度の始り）以来、抜本的見直しなし 

③民間非営利活動を、社会経済システムの中で積極的に位置づけ、その活動の 

健全な発展を促進すべき 
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②法人会はどうすればよいのか。     

法人会は、民間における税のオピニオンリーダーであることを誇りにして来ました。

これまでの歴史、伝統を踏まえ、更に社会への貢献を充実するため、引き続き「公益

法人」となって、税を中心とした公益的な事業を優先して行うこととしています。 

■手続き的にいえば 

１）現在の公益法人はすべて、平成２５年１１月３０日までに、新しい制度に則った 

組織に移行することが必要（それをしなければ、解散させられ、その公益法人が有する

財産は国や他の公益法人に寄付することとなる） 

２）新しい制度に則った組織とするためには、総会決議による定款変更を行い、法令が

要請する理事会等の機関設置や運営の取り決めを行うことが必要（ほぼ会社法と同レベ

ルの要請がされている） 

３）新しい組織となった後も「公益事業を優先して行う」のであれば、行政庁（総理大

臣または都道府県知事）の認定を受けて「公益法人●●法人会」となることが出来る。

この場合には、上記２）の要請に加えて、どのように公益事業を行うか等、所要の要件

をクリアすることが必要となる。 

４）現在の公益法人は、「一般法人」にとどまるのか、「公益法人」を目指すのかを決め 

それぞれの場合に必要とされる申請手続きを行うことになる。 

５）申請先は、行政庁（総理大臣または都道府県知事）であり、申請内容が適正がどう

かを判定し、認定等が行われる。また、その後においても行政庁の監督を受けることに

なる。 

 
③公益認定法人となるのは大変だと言われている。大丈夫か。 

公益認定法人となるためには、「公益目的事業を主として行うこと」など、いくつかの要

件をクリアすることが必要とされています。 

要件の中でも、「公益事業を５０％以上行うこと」という要件があります。 

■公益法人となるための要件 

①公益目的事業とは法律別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者

の利益の増進に奇与するもの 

②「主として」行うかどうかの判断基準は、公益目的事業比率が１／２超であること 

③過大な遊休財産を持たないこと 

④役員報酬の支給基準を定め公表すること（法人会は専務理事が該当） 

⑤理事会、監事の設置等。その他適正な運営を担保するための諸要件を満たすこと等 

（ご参考） 

・「一般法人」は、設立登記すれば誰でも設立できる法人（一定の要件はあるが）。公益活動

に囚われることなく、同窓会的な運営も可能であり、差別化が困難。 

・「公益法人」に与えられる税の優遇もない。 
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④「公益目的事業」とは何か。 

「公益目的事業」は法律別表第１号から第２２号に掲記する種類のものでなければなら

ないとされていますが、法人会の場合、今までと同じような事業を行っていけば問題あ

りません。（若干の整理は必要です）        

 

 

 

 

 

１．公益目的事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に奇与するものとして実施する

ことが求められています。 

換言すれば、その事業は、会員に対してだけでなく、会員以外の一般の人（不特定多数）

にも開かれていることが必要です。 

２．その趣旨は、その団体の仲間内だけで利益を享受しあうことを禁止することにあり

ます。公益法人として公益的な事業活動を行う以上、当然の要請であり、法人会はこの

要請をクリアしているものと認識していますが、一方で「法人が提供するサービスが、

そのサービスを欲するすべての人に提供されることと解されている」(ペリージョンソンコ

ンサルティング㈱)との情報もあります。 

法律 別表（抄） 

１８ 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 

１９ 地域社会の健全な発展を目的とする事業 

現在の法人会の活動  新しい法人会の活動 

 
税の研修 

税の広報 

税の教育 

税制改正要望 
 
地域社会貢献 

経営支援事業 
 
会員交流 
 
大型保険関係 

簡保関係 
 
会員勧誘 

Ａ
公
益
目
的
事
業 

国政の健全な運営の確保に資することを目

的とした、税に関わる諸事業 

税の研修 

税の広報 

税の教育 

税制改正要望 

地域社会貢献 

経営支援事業（内容によって） 

Ｂ
そ
の
他
の
事
業 

経営支援事業 

会員交流 

会員勧誘 

大型保険関係 

簡保関係 

⑤不特定多数の者の利益の増進に奇与するものとして実施するこ

ととは何か。 

組み換え 

   ＋ 
新規事業 

会員に貢献 

地域社会にも 

貢献 

1/2 

基準 
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⑥公益事業を１／２以上の規模で行うのは大変ではないのか。 

１．公益目的事業の事業規模は、事業費（支出金額）でみて１／２超であることとされ

ています。 
主として公益事業を実施するという以上、事業活動の過半は公益事業に係るものである

はず、との趣旨で定められているものです。その判定は支出金額ベースで行うこととさ

れています。 

２．計算式で表すと以下の通りで、分子に算入される公益事業を増やす方向で整理して

いくことが必要です。 

 

   
公益目的事業に要する費用 

全体の事業費＋管理費 
（一定の管理費を含む）       

 

■管理費（職員給与や事務所諸経費）は一定割合で按分して公益目的事業費 

（分子）に計上することになっている。 

■法人会事業（例えば、街中清掃）に会員が無償で参加する場合には、一定の 

金額（最賃法の単価などを使用）を公益目的事業費に加算（申請書上の加算）す

ることが出来る。 

■純然たる会員間の懇親会等に要する費用は分母には加算されるが分子には 

算入されない。ただし、懇親会の在り方を工夫して、分母からも除外することを

検討中。 

  
 ３．現在行っている、税に関する活動や地域社会への貢献活動を今よりもう少し拡充

することが必要だと思います。租税教育や環境問題への取り組みを充実させるととも

に、地域社会で大きな存在である法人会として地域社会へどのような奇与・貢献が出

来るか、考え実行していくこととしています。 

 

法人会が「税」に関わる事業を実施する限り、国家行政組織において唯一「国税に 

関わる行政」を所掌する国税当局との関係は無くなりません。 

 

国税当局は、法人会の意義、役割を認識・評価し、今後とも法人会との 

関係を維持し、かつ強固なものにしたいとされています。その観点から 

法人会は「公益法人」であることに期待をされているところです。 

 

⑦法人会と国税庁（局、署）との関係はどうなるのか。 

主務官庁制が廃止され、国税当局との関係が無くなることを心配

している。 

＞５０％ 
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⑧そのほかに、どのような注意が必要か。 

１．公益法人であるためには公益性（社会への貢献）を指向しなければなりません。

一方、会員の減少という現状を踏まえれば、一層会員が魅力を感じる法人会・会活動

でなければなりません。 

会員にとって、また、地域社会にとって、望ましい法人会を如何に作り上げていくか

が課題です。 

 

２．公益的な活動については先に述べました。公益的な活動以外の、会員への各種サ

ービス（異業種交流、会社社員も利用出来る厚生事業、等）も、更に内容を充実させ

るよう、検討していくこことしています。 

 

３．新しい法人会への組織・機関は、現在と殆ど同じような形とすることが可能です。 

但し、新しい制度では、ガバナンス（組織規律）の確保が求められます。 

不届きな公益法人の存在を許さないようにしようとするのが今回の制度改革の主目的

だからです。 

また、相当思い切った税の優遇がされることになっていますが、税の優遇を受けるに

ふさわしい団体でなければ、社会的にも非難を受けることになるからです。 

 

４．だから、法人会としては、責任と権限を明らかにし、透明性の高い運営を行うと

の観点から組織・機関を設計し、運営の諸規定を定めることとしています。 

（参考） 

・理事会は、理事の役割等が法律に明記。代表権を持つ代表理事を置くことが必要 

・理事は代理出席や委任状による参加は認められない 

・監事の役割が強化されている 

 

５．当然のことながら、組織運営は適正かつ効果的・効率的に行えるようにしなけれ

ばなりません。特に、法人会のように多数の会員を擁する団体にとっては重要なポイ

ントです。 

 

１．平成２５年１１月３０日までに新しい法人会に移行しなければなりません。 

２．準備としては、まず、新しい公益法人制度について学習し、新しい法人会のイメ

ージを持つことが必要です。そして、新しい法人会の具体的な姿を設計します。 

３．移行申請を行うに当たっては、定款や事業計画、予算案、その他諸書類が必要に

なります。 

４．移行申請時期については、平成２３年春の総会での移行申請決議採決 

を、想定しています。  

⑨新しい法人会に移るのはいつか、それまでに何をするのか。 
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１．１００年来の公益法人制度が、大きく変わることになりました。公益 

法人という美名に隠れて不正が行われたり、主務官庁制に弊害が認め 

られたりするようになったからです。 

 

２．法人会は、法人会としては６０年、公益法人となってからは４０年にわ

たり、税の適正申告納税の推進に努めており、他と同列に論じられるい

われは全くありませんが、制度が変わる以上、新しい制度に合わせてい

くことが必要となります。 

 

３．今回の制度改革により、これまで主管官庁が有していた公益法人設立の

許可や指導・監督の権限は行政庁に移ることになりますが、法人会がこれ

まで通り税に関わる事業活動を行う限り、国税当局との関係が変わること

はありません。 

 

４．新しい制度では、今よりも、より明確に公益的な活動を行うことが求め

られますが、民間の税の分野における第１人者を標榜して活動してきた法

人会にとっては、十分に対応可能な要請といえます。 

 

５．法人会も、創立以来半世紀以上の歴史があります。この間、社会に対し

て多大な貢献を行ってきたという自負はありますが、一方で会員の減少な

どが見られ、法人会はこのままでいいのか、という問題意識もあります。 

 

６．公益法人制度が変わるこの機会に、会員のためになり、また同時に、社

会のためにもなる法人会にするにはどうすればよいのか、考えていくこと

が必要です。 

 

７．平成２０年１２月に法律が施行され、平成２５年１１月３０日までの間に、

新しい制度に移行することになっています。 

全法連、４１県連、４４２単位会が連携・協力して、新しい法人会を作りま

しょう。 

ま と め 
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

 

別表 

１ 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

２ 文化及び芸術の振興を目的とする事業 

３ 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目

的とする事業 

４ 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 

５ 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 

６ 公衆衛生の向上を目的とする事業 

７ 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 

８ 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 

９ 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性

を涵養することを目的とする事業 

１０ 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 

１１ 事故又は災害の防止を目的とする事業 

１２ 人種性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止・根絶を目的とする事業 

１３ 思想及び良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 

１４ 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 

１５ 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とす

る事業 

１６ 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 

１７ 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 

１８ 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 

１９ 地域社会の健全な発展を目的とする事業 

２０ 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活

の安定向上を目的とする事業 

２１ 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 

２２ 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 

２３ 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの 

 

 


